
病院・診療所や社会福祉施設等の自動火災報知設備設置義務が拡大

地図と音声警報でシンプルかつ分かりやすく、介護士さんなども安心です。

発報場所の特定可能

●自己保持タイプは熱の要因
が無くなっても復旧スイッチを
押すまで確認灯が点灯し場所
の特定が可能です。

非火災報を低減

●一つの感知器内部の異なる
２つの空間を測定する事で、
煙濃度が一定に充満した条件
で発報します。

●タバコや水蒸気のように一
時的に通過する条件での非火
災報を大幅に低減します。

地図上の火災発生
地区が点灯します。

愛称：ＨＵＭＡＰ
ヒューマップ

Ｐ型２級受信機（地図式）

火災地区を地図表示

ひと目で状況把握が行え、
初期消火や避難誘導が適切かつ迅速に行えます。

光電式スポット型感知器

煙感知器（２空間式）

消防法適合品

自動火災
報知設備

300㎡未満の小規模なホテル・旅館・病院・診療所等および小規模社会福祉施設等（自力

避難困難な者が入所するもの以外のもの）のうち、就寝の用に供する居室を持つものに対して
自動火災報知設備の設置が義務付けられます。

（平成25年12月27日公布 政令第368号）

＜施行日と既存施設の経過措置＞

施行日：平成27年4月1日 経過措置：平成30年3月31日まで

差動式スポット型感知器
（ベースと組合せた状態）

主音響は火災やトラブルを
音声でお知らせします音声による警報

火災第１報 ：「火災感知器が作動しました。現場を確認してください。」（女声）

火災第２報または発信機発報

トラブル

：「火事です。火事です。現場を確認してください。」（男声）

：「トラブルが発生しました。」（女声）

差動式スポット型感知器/定温式スポット型感知器

熱感知器（電子式自己保持タイプ）

消防法令が改正されました。

小規模病院・診療所や社会福祉施設に最適！

Ｐ型２級受信機
1回線も
ラインアップ

Ｐ型２級受信機
5回線



Ｐ型２級受信機

＜事務所など＞

総合盤

＜廊下など＞ ＜廊下、階段、ＥＬＶなど＞ ＜居室など＞

室外
表示灯

煙感知器 熱感知器

システム構成例

093-1511

自動火災報知設備の設置義務改正

その他設備の設置基準改正

●ご使用の時に、「取扱説明書」「施工説明書」をよくお読みください。ご不明な点は

弊社取扱店または弊社へお問い合わせの上、正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所等に限定があります。

また、専門施工・点検が必要です。弊社取扱店または弊社へお問い合わせください。

ご注意

●お求め・お問い合わせは・・・

このカタログの記載内容は2014年6月現在です。

用途
設置基準

改正前 改正後

（5）項イ ホテル・旅館等
300㎡以上

就寝の用に供する居室を持つものは

面積に関係なく全て設置
（6）項イ 病院・診療所等

（6）項ロ

養護老人ホーム等

（自力避難困難な者が入所す
るもの）

面積に関係なく全て設置（改正なし）

（6）項ハ

老人福祉センター等

（自力避難困難な者が入所す
るもの以外のもの）

300㎡以上
就寝の用に供する居室を持つものは

面積に関係なく全て設置

設備 用途 改正前 改正後 期日

スプリンクラー設備 （6）項ロ 275㎡以上 面積に関係なく全て設置
施 行：平成27年4月1日

経過措置：平成30年3月31日

火災通報装置 （6）項ロ
面積に関係なく全て設置

連動義務なし

面積に関係なく全て設置

連動義務あり

施 行：平成27年4月1日

経過措置：平成30年3月31日

平成27年4月1日（施行）より、設置義務が拡大します。（既存経過措置平成30年3月31日まで）

（平成25年12月27日公布 政令第368号、総務省令第126号）

※上記のうち、300㎡未満の施設には自動火災報知設備に代えて「特定小規模施設用自動火災報知設備」も認められます

※法令改正の詳細は消防庁ホームページ等をご確認ください

（平成25年12月27日公布 政令第368号）

ホームページ http://www.ndc-group.co.jp/


